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今後の審議の進め方

２０２５年１月

市内全域における路上喫煙禁止

にかかる考え方について
令和４年11月21日

大 阪 市 環 境 局

資料１



事項 論点

1 喫煙所整備

・禁止地区の指定時には、答申を踏まえ、「マナーを守った喫煙」のための場所の確保（提供）も必要との考えのもと、喫煙により
他人に迷惑や危険を及ぼすおそれがないことを前提とし、禁止地区のもつ啓発・ＰＲ効果を高めることを期待し、喫煙所（喫煙設
備）を設置
・市内全域における路上喫煙禁止の実効性の確保については、喫煙者の理解と協力にかかっていることから、喫煙者と非喫煙
者が共存できる分煙環境の整備が重要な課題であり、喫煙場所の確保、喫煙所の設置の必要性を認識
・全市域での路上喫煙を禁止するにあたり、喫煙所の整備のあり方について、審議依頼

2 過料徴収及び啓発指導体制

・現在の禁止地区では、路上喫煙防止指導員が巡回し、啓発活動や条例違反者に対する過料徴収を行っており、全市域への
禁止地区拡大時にも、同様の対応が必要
・啓発指導体制の運用は、本市の財政状況や費用対効果も勘案しながら、他の活動等とも連携し、経費の削減と、より高い啓発
効果が得られるよう努めている。
・全市域を禁止地区に拡大した場合には、大幅な体制の強化充実が必要
・効果的な過料徴収、啓発指導体制について審議依頼

3
「たばこ市民マナー向上エリア制度」
の充実

・平成20年に市民のマナー意識を高め、安心、安全で快適なまちづくりを進める観点から「たばこ市民マナー向上エリア制度」を
設け、地域住民や事業者が主体となり、本市と協力して、のぼりの設置や啓発リーフレット、ティッシュ等の配布、啓発ポスターの
掲示等を行い、路上喫煙防止に向けた普及啓発活動に取り組んでいる。（令和４年10月末時点 74団体）
・路上喫煙の全市域禁止に向けて取り組むにあたり、たばこ市民マナー向上エリア団体の活動の充実が重要な課題と認識し、
審議依頼

4 効果的な啓発表示方法
・「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」第8条第2項※に基づき、今後の施策の参考とするため、審議依頼
※ 路上喫煙の防止の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて
調査審議するとともに、市長に意見を述べることができる。

5 加熱たばこの取り扱い
・「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」第8条第2項※に基づき、今後の施策の参考とするため、審議依頼
※ 路上喫煙の防止の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて
調査審議するとともに、市長に意見を述べることができる。

令和４年７月の諮問における個別課題の主な論点
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これまでの審議経過と今後の予定

パブリックコメントの実施（予定）
意見募集期間：令和５年７月～８月
意見結果公表：令和５年９月

事項
第39回

（令４.７.13）
第40回
（令４.８.３）

第41回
（令４.９.13）

第42回
（令４.11.21）

第43回
（令５.１．中）

第44回
（令５.３.中）

第45回
（令５.５.中）

第46回
（令５.６.下）

第47回
（令５.９.下）

総論

審議
(諮問）

答申確認

1 喫煙所整備
（10/7中間答申）

2 過料徴収及び啓発指導体制

3
「たばこ市民マナー向上エリア制度」
の充実

4 効果的な啓発表示方法

5 加熱たばこの取り扱い

２



審議の優先順位の考え方

３

１ 喫煙所整備
喫煙者と非喫煙者が共存できる環境の整備（ハード整備）を先に進める必要がある。
喫煙所の整備には、候補地の選定や設置にかかる工事などに時間を要する。

２ 効果的な普及啓発方法
市内全域の路上喫煙禁止に向けて、事前周知期間をできる限り長く設けたい。
他都市の事例を参考にターゲットを絞った啓発を検討。
最終答申に先行する形となるが、実施できるものから順次実施を検討。

３ 指導体制等
先行する東京都区部の事例をもとに、大阪市の実情に照らして対応策を検討。
過料徴収や私道の取扱い等に関する法的課題への対応策を検討。
2025年４月からの大阪府内の既存飲食店に対する面積要件の厳格化の動向を
注視しつつ、制度設計を行う必要性もある。


